
「中野区子どもの権利に関する条例」 

だんごーずがこの条例

のポイントを解説してい

るので、ひとつずつ見て

いきましょう！ 

子どもの権利に関する

条例とはなんでしょうか 

月曜日から水曜日、金曜日  午後１時から午後７時まで / 土曜日  午前１０時から午後４時まで
（木曜日・日曜日・祝日、年末年始はお休み）

④

ひとりで悩まず 

伝えてください 
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３ ２ 

①

１ 

②

こちらで紹介しきれなかった

他の項目については、最後の

ページにあるＱＲコードから、

この条例の全文で確認でき

ます 

これらの基本理念を実現するために、 

中野区のみなさんに知ってほしいことが

大きく４つあります。 

一緒に見ていきましょう！ 

③


